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「ふるさとの母なる川」巴波川

一しゅんせつ工事できれいに一

市街地の中心を流れる巴波川のしゅんせつ工事が進められています。

昔は、この巴波川のほとりに舟積問屋や豪商の倉庫がならび、江戸との舟運によって栃木町を中心と

した近隣町村が、うるおされていました。

栃木町に入荷された品物は、これらの村々に売られ、町村の産物は栃木の舟運を通じて江戸に送られ

ました。また、巴波川は、山地から伐り出された木材や竹が、いかだに組まれて江戸に送られるなど

舟運交通の重要な水路として利用され、繁栄をもたらしました。

現在は、白壁土蔵と鯉のいる川として、市民や観光客を楽しませてくれておりますが、最近、川の水

位が下がったところへ、家庭の雑排水が流れ込んだり、ゴミなどがっかえたりして、ドブ川寸前の状態

になっています。

昔の清流を取り戻そうと、県が1，000万円を投じてしゅんせっ工事（幸来橋から下流の瀬戸河原せき

まで、約400メートル）が行なわれ、3月下旬には、鯉や白鳥が楽しく泳げる美しい巴波川がお目見えす

ることで’しょう。

ゴミなどを捨てないできれいな巴波川を末永く守っていきたいものです。
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国
民
年
金
の
保
険
料
額
が

変
わ
り
ま
す

国
民
年
金
の
保
険
料
は
五
十
六
年
四

月
分
か
ら
一
ヵ
月
四
千
五
百
円
に
な
り

ま
す
。

国
民
年
金
の
年
金
支
払
い
に
必
要
な

財
源
は
、
み
な
さ
ん
の
納
め
た
保
険
料

収
入
と
年
金
給
付
の
財
源
が
バ
ラ
ン
ス

の
と
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。現

在
、
多
く
の
方
が
受
け
て
い
る
老

齢
年
金
を
は
じ
め
、
障
害
年
金
・
母
子

年
金
な
ど
の
年
金
額
が
昨
年
十
目
に
七

月
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
引
上
げ
ら
れ
、

こ
れ
に
伴
い
、
保
険
料
の
引
上
げ
が
必

要
と
な
り
ま
し
た
。欝麹獲灘

藤

購雛麟鑛
懇

＝歩（げんぶ）減＝

国
民
年
金
は
年
金
給
付
額
の
．
、
秀
の

一
が
国
庫
補
助
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、

そ
れ
で
も
改
正
後
の
年
金
を
ま
か
な
う

た
め
に
は
、
八
干
円
程
度
の
保
険
料
が

必
要
で
す
。

し
か
し
、
み
な
さ
ん
の
急
激
な
負
担

の
増
と
な
ら
な
い
よ
う
に
段
階
的
に
保

険
料
を
引
上
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

四
月
分
か
ら
引
上
げ
ら
れ
る
保
険
料

は
年
金
給
付
の
改
善
に
あ
て
ら
れ
ま
す
。

五
十
六
年
四
月
分
か
ら
の
保
険
料
は
四

千
五
百
円
と
な
り
ま
す
の
で
納
め
違
い

の
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

保
険
料
納
付
は
、
高
齢
化
社
会
に
向

（掘煽
雛箆

雌

窒
薗
信く

感
，
奮
蔭

國畢
￥
㌔
、

儲行穐

一A綾1松1
一踏璽
猛∫・黛
、ア槻幾

一．“一

｛旱

留一

地
・
毒毫地倍

ノ

バ揖
ず

ロ

多6’
ズ

咲切

う
あ
な
た
自
身
の
年
金
を
確
保
す
る
第

一
歩
で
す
。

保
険
料
の
納
付
方
法
な
ど
不
明
な
点

は
、
お
気
軽
に
市
役
所
国
民
年
金
係
に

お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

電
話
⑳
．
．
五
、
、
、
五
・
内
線
、
、
四
六

土地の売買をされる方へ

「国．L利用計［由1法」は、地価の安定を図り、土地の乱

開発を防止するためにつくられた法律です。

この法律では、次に該’］iする土地の売買1許約や借地
権も含む）などの契約や仮契約をするときは、当事者が、
Ll享前に h地のある市町村を経由して、知事に届け出るこ
とを義務づけています。

この届け出をしないで、上地の売買や交換などの契約
をすると、罰せられることがあるのでご注意ください。

鰯届け出を必要とする土地

① 都市，亨［・L由］法によるrlf街化区域にある2，000平方メー

ト1レLり、Lの土地
②市街化区域以外の都市計画区域にある5，000平方メ

ートル以Lの 1二地

③都rlf計1由1区域以外の区域にある10，000平方メートル

上り、Lの土地
幽届け出の対象となる地目

宅地・川・畑・山林・原野・雑種地など
囹届け出用紙は、市役所の窓ロにあります。

くわしいことは、市役所都市開発課〔電話〔2213535・内

線541）または県土地対策1課〔電話0286⑫312566）へ

昭和56年度
固定資産課税台帳縦覧

3月1日（日1～3月20日（金1

日曜日を除く毎日

午前8時30分～午後5時

（ただし土曜日は午後0時30分まで

栃木市役所税務課

園期間

団時間

幽場所

今
回
は
減
歩
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

ふ
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
も
す
で
に
ご
承
知
と
思
い

ま
す
が
、
区
画
整
理
事
業
は
道
路
や
公

園
が
不
足
し
て
い
る
と
か
、
あ
る
い
は

ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
と
こ

ろ
で
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。

田
や
畑
に
行
く
に
も
、
他
人
の
土
地

を
利
用
し
な
け
れ
ば
農
耕
車
も
人
れ
ず

作
業
に
支
障
を
き
た
し
た
り
、
農
地
を

宅
地
に
転
用
す
る
場
合
、
そ
の
土
地
が

道
路
に
接
し
て
い
な
い
た
め
、
わ
ざ
わ

ざ
土
地
の
一
部
を
道
路
と
し
て
と
ら
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
で

日
常
生
活
に
目
に
見
え
な
い
労
力
と

余
分
な
神
経
を
使
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。こ

の
よ
う
な
環
境
を
改
善
す
る
為
に

は
道
路
・
公
園
・
水
路
等
の
用
地
を
増

や
し
て
整
備
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
必
要
な
用
地
を
、
土
地
所

有
者
の
み
な
さ
ん
か
ら
少
し
ず
つ
出
し

あ
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
減
歩
と
い
っ

て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
普
通
減
歩
と
い
う
場
合
に
は

保
留
地
分
〔
事
業
費
に
あ
て
る
）
も
含

ま
れ
て
い
ま
す
、

一
升
の
玄
米
を
つ
い
て
臼
米
に
す
る

と
八
合
に
な
っ
て
、
、
一
合
の
ヌ
カ
と
な

り
ま
す
。
）
玄
米
を
つ
い
て
も
量
の
減
ら

な
い
白
米
が
得
ら
れ
る
な
ら
ば
と
も
か

く
、
ヌ
カ
分
だ
け
量
が
減
る
か
ら
と
い

っ
て
、
玄
米
の
ま
ま
食
べ
る
こ
と
は
ま

ず
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
れ
は
だ
れ
も
が
玄
米
よ
り
白
米
の

価
値
を
知
り
、
自
米
と
し
て
お
い
し
く

食
べ
た
い
か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
．

区
画
整
理
も
玄
米
を
自
米
に
す
る
よ

う
な
仕
事
で
あ
り
ま
す
。
誰
も
が
明
る

療
育
手
帳
制
度
が
受
け
ら
れ
ま
す

知
恵
お
く
れ
の
方
が
、
相
談
や
各
種

援
護
を
受
け
や
す
い
よ
う
に
、
本
人
ま

た
は
そ
の
保
護
者
か
ら
の
申
請
に
よ
っ

て
、
療
育
手
帳
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

こ
の
手
帳
は
、
医
学
的
・
心
理
学
的

な
專
門
的
判
定
に
よ
っ
て
知
恵
お
く
れ

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
方
に
交
付
さ
れ

る
も
の
で
す
。

幽
手
帳
の
活
用
範
囲

特
別
児
童
扶
養
手
帳
の
、
堂
給
、
心
身

障
害
者
扶
養
共
済
の
加
入
、
国
税
・

地
方
税
の
諸
控
除
及
減
免
、
重
度
心

身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度
等
、
そ

仁
舟
キ
圭
キ
｛
キ
も
キ
ヒ
畜
雪
キ
圭
圭
キ
し

い
住
み
よ
い
街
に
し
た
い
と
の
ぞ
ん
で

お
り
ま
す
。
区
画
整
理
の
減
歩
も
土

地
の
価
敏
を
高
め
、
明
る
く
住
み
よ
い

衝
と
す
る
た
め
の
ヌ
カ
で
あ
り
、
ヌ
カ

で
あ
っ
て
こ
そ
白
米
も
お
い
し
く
味
わ

え
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

の
他
各
種
援
助
措
置
を
受
け
る
時
な

ど囹
申
し
込
み
と
問
い
合
わ
せ
は

市
福
祉
事
務
所
保
護
係
（
電
話
麗
三

、
五
三
五
・
内
線
六
〇
四
）

人のうごき
（日召禾日56年2ri1H∫見在）

人口 86，459人〔前月比45人増）
り342，496／k女43，963／k
世帯 23，816世帯（前月比3世帯増）

出生100人転入151人（1月中）

死亡57人転出149人転入・転出などの届出のほか、国民健康保険
の被保険者が移動したときは、必ず14日以内
に届出をすませてください。

、一2一



茄．523りよだ政市木栃昭和56年3月1日

｝
十
‡
｝
－
†
↑
十
†
‡
｝
千
十
十
†
‡
華
†
‡
‡
寮
†
‡
‡
；
‡
‡
‡
ナ
†
‡
‡
‡
‡
‡
‡
寄
†
‡
畢
士
‡
‡
‡
‡
‡
畢
†
‡
‡
＋
」

歳末たすけあい募金が

このように配分されました

昨年12月に行なわれた歳末たすけあい募

金運動には、市民の皆様の暖かいご協力が

たくさんよせられ、年末に次のように配分

しました。

雛
5’lll：lll禺16・131・5・・円額

額当
総
充

金
他の

募
そ
．

働
き
な
が
ら
学
べ
る

栃
木
高
校
定
時
制

▼
入
学
資
格
中
学
校
卒
業
者
ま
た
は

今
春
卒
業
見
込
の
者
。
中
学
校
卒

業
者
と
同
等
以
上
の
学
力
の
あ

る
者
。

▼
募
集
人
員
普
通
科
男
女
四
十
名
。

▼
出
願
手
続

●
出
願
書
類
入
学
願
書
、
調
査
書

（
用
紙
は
県
内
は
出
身
中
学
校
、
県

外
は
本
校
に
あ
り
ま
す
）
た
だ
し

調
査
書
は
出
身
中
学
校
で
作
成
。

●
提
出
先
栃
木
市
入
舟
町
十
二
－

四
県
立
栃
木
高
等
学
校
長
あ
て
。

▼
出
願
期
間

三
月
十
七
日
～
三
月
二
十
日

▼
学
力
検
査
三
月
二
十
五
日

▼
合
格
発
表
三
月
二
十
七
日

額1

00F］

円

円

円

愉分先 配分者数 贈呈額（1人当り）金
「
1
生
活
扶
助
世
帯
主
割
1 236人 5，000円1，180，000

1生活扶助家族人員割 203人 2，000円406，000

磨。響簾Il 34人

133人
5，000円1700005…円1‡一’6繭

804，000円

120，000「1」

55，000円

85，000円

27，000円

915，000円

鷹墨塾・叢1
盤響，辞老貧1181会一ヒ器9人

183人一「

・熱

▼
間
い
合
わ
せ
は
県
立
栃
木
高
等
学

校
（
電
話
幽
二
五
九
五
）

禰
蟄

心
と
体
の
健
康
の
た
め
の

“
ヨ
ー
ガ
定
期
講
座
〃

囹
期
間

幽
会
場

囹
募
集
人
員

幽
受
講
料

囹
申
込
受
付

を
開
き
ま
す

四
月
十
二
日
～
六
月
二
十
八

日
、
毎
週
日
曜
日
、
午
前
十

時
～
十
二
時

総
合
体
育
館
内
柔
道
場

四
十
名
（
高
校
生
以
上

性
別
問
わ
ず
）

無
料

三
月
十
五
日
よ
り
、
総

蕪誰、，容命
居宅ね丈キり老人

豊童福鮭施、嘉，容命：2評辮F1・lll：1ll 1
讐響鷺』1汁1翻rll難』
纏撫蕪1轟鯉口翻i昨

老人家庭奉罫員人1．7、影十 3畑 1二謡鑑1ド

合
体
育
館
で
受
付
け
ま
す
。

（
電
話
の
申
し
込
み
は
お
こ

と
わ
り
し
ま
す
）

詳
細
に
つ
い
て
の
問
合
わ
せ
は
、
総

合
体
育
館
（
電
話
囎
二
五
二
三
）
へ
。

（
火
曜
休
館
・
金
曜
午
後
休
館
）

睦
目
☆
”
”

体
育
館
ご
利
用
の
際
に
は
、
ゴ
ム
底

の
運
動
靴
、
用
具
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

曹

箆
嚢
纂
賑
撫
瓢
饗
叢
難
、
繍

、
…
』
？
↑
↓
躯
、
？
？
？
？
↑
■
ン
乎
↑
ら
／
『
■
暫
、
、
？
？
セ
（
、
（
：
く
乳
？
？
ウ
る
守
曾

髭，

周．
’

騨ト髄“㈱咽｝櫨ト｝皿ト㈹¢か脚一距勲砿仙価曙廣邸耶一一1ル降一一ロ‡軸岱一瓜認』暁斌一・一一糊鱗 ＝ 『一 『－

槻一一鰍帯燭．

1参加希望チームは登録をl
l市長杯争奪軟式野球・町内対抗少年i
l野球・女子フットベースボール1置

1今年も恒例のこ市長杯争奪軟式野球大会・町内対抗少年野球大会・女チl

l三！寵萎磁鹸難魏餓馨響館一ムのf儲の方き

婁幽登録内容チーム名甲代表者氏名・住所・電話番号1
毒囹登録期限市長杯軟式野球は・3月16日までに。少年野球・女チフッ1・l

lベースボールは・5月30日まで1二・1藝囹お問い合わせは市教育委員会保健体育課（電、言醐213535・内線677）へ。奪
も凱＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿哩距．＿＿．認ト＿＿＿一里．《＿＿二，＿＿＿肥．、｛＿鼻．こレ．．」．、憶．一藁尋

第
五
小
・
寺
尾
中
・
栃
商
の
校
庭
夜

間
照
明
の
使
用
が
四
月
よ
り
開
始
さ
れ

ま
す
。

使
用
希
望
団
体
は
、
次
の
登
録
条
件

に
よ
り
市
教
育
委
員
会
保
健
体
育
課

（
電
話
㎜
．
．
一
五
三
五
・
内
線
六
七
七
）

へ
登
録
を
し
て
く
だ
さ
い
。

登
録
条
件

◎
市
内
に
在
住
ま
た
は
勤
務
す
る
社
会

人
で
、
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
ェ
ー
シ

ョ
ン
活
動
の
場
と
し
て
使
用
し
、
十

人
以
上
の
団
体
で
あ
る
こ
と

◎
監
督
及
び
責
任
者
を
お
く
こ
と

◎
登
録
は
年
二
回
と
し
、
三
月
一
日
～

畦
睾
ー
モ
重
癬

幅
．
「
丁

嵐

離
“

二
十
日
・
六
月
一
日
～
二
十
日
の
期

間
に
登
録
を
完
了
す
る
こ
と

写
真
上
は
、
寺
尾
中
、
下
は
第
五
小
に

つ
く
ら
れ
た
照
明
施
設

第10回市民ボウリング大会
あなたも参加してみませんか

囹日時3月29日（lll午前9時30分集合・10時スター1・
幽会場サンフラザボウル・不ニボウル
圏参加料1，000円
圏試合方法希望の会場で予選3ゲームを行ない、会場ごとに男子参加者

5名に対し1名、女子参加者3名に対し1名の割合で準決勝出
場者を決定し、サンフラザボウルにて午後1日．望より準決勝（3
ゲーム）を行ない、男子上位8名、女・子ヒ位4名が決勝（3ケ
ーム、但し準決勝・決勝オー，レエベンッ）に出場する。
○ハンデ（男女’共に1ゲームにっき）

50～59才－5ヒン60才－以上、10ビン
幽表彰0優勝者には男女共にトロフィー（持ち廻り）

O男子1～6位、女子1～3位までに賞状及び賞品を授与する。
男女ハイゲーム賞（予選のみ対象とする〉
○参加者全員に参加賞を贈る。
圏申し込みはO各ボウリング場へ3月29日（日1午前9時30分まで。

0市教育委員会保健体育課内体育協会へ3月20日まで。
O申込書に参加料を添えて申し込みください。
圏参加資格市内在住の一般社会人男女（但しボウリング場勤務者を除く）

囹主催市体育協会・栃木市ボウリング協会
幽後援市教育委員会

一3一
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新
学
期
ま
で
あ
と
わ
ず
か
。

新
入
学
児
童
を
お
持
ち
の
ご
家
庭
で

は
、
期
待
に
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ
な
が
ら

入
学
の
準
備
に
な
に
か
と
お
忙
し
い
こ

と
で
し
ょ
う
。辮肇馨§

お
子
さ
ん
の
入

学
に
あ
た
っ
て
忘

れ
て
は
な
ら
な
い

こ
と
の
一
つ
に
、

交
通
ル
ー
ル
の
し

つ
け
が
あ
り
ま
す
。

い
ま
ま
で
は
、

比
較
的
家
の
近
所

で
遊
ん
で
い
た
子

供
た
ち
も
、
学
校

に
通
う
よ
う
に
な

る
と
、
そ
の
行
き

帰
り
を
始
め
、
新

し
い
友
だ
ち
も
で

き
る
な
ど
し
て
、

行
動
範
囲
は
し
だ

い
に
広
が
っ
て
い

き
ま
す
。

こ
こ
で
気
を
つ

け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
が
、
交
通

事
故
で
す
。

毎
年
、
こ
の
時

季
は
、
新
入
学
児
童
の
交
通
事
故
が
目

立
ち
ま
す
。
入
学
を
前
に
、
正
し
い
交

通
ル
ー
ル
に
つ
い
て
、
い
ま
｛
度
親
子

で
よ
く
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。

禰
難
嚢
畿
縷
繍
繕
藻
馨
饗
叢
難
纐
懸
魏

子
供
の
交
通
事
故
で
］
番
多
い
の
は

い
わ
ゆ
る
「
飛
び
出
し
」
で
す
。
警
察

庁
の
統
計
に
よ
り
ま
す
と
、
昭
和
五
十

四
年
の
幼
児
と
小
学
生
の
交
通
事
故
の

う
ち
六
十
六
％
、
つ
ま
り
全
体
の
七
割

近
く
が
路
地
か
ら
大
通
り
な
ど
へ
の
「
飛

び
出
し
」
が
原
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

小
学
生
の
「
飛
び
出
し
」
に
よ
る
事

故
は
、

一
～
三
年
生
が
四
～
六
年
生
に

比
べ
て
約
四
倍
に
も
の
ぼ
っ
て
お
り
、

低
学
年
ほ
ど
危
険
が
多
い
こ
と
を
物
語

っ
て
い
ま
す
。

「
飛
び
出
し
」
に
次
い
で
事
故
件
数

の
多
い
の
は
「
横
断
中
の
事
故
」
で
、

停
車
し
て
い
る
車
や
走
っ
て
い
る
車
の

直
前
直
後
の
横
断
・
信
号
無
視
・
路
ヒ

で
遊
ん
で
い
て

な
ど
と
な
っ
て

い
ま
す
。

11

自
転
車
利
用
者
の
皆
さ
ん
へ

毎
月
第
一
木
曜
日
は

自
転
車
交
通
安
全
の
日

自
転
車
に
よ
る
交
通
事
故
が
増
え
て

い
ま
す
。
自
転
車
に
乗
る
と
占
、
・
は
、
次

の
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

◎
か
ら
だ
に
合
っ
た
自
転
車
で
、
ブ
レ

ー
キ
な
ど
良
く
整
備
さ
れ
た
自
転
車

に
乗
り
ま
し
よ
う
。

◎
自
転
車
利
用
者
も
交
通
規
則
を
守

り
、
交
差
点
を
右
折
す
る
と
き
は
正

し
い
右
折
を
し
ま
し
ょ
う
．
．

◎
発
進
す
る
と
き
や
駐
車
中
の
車
を
よ

け
る
た
め
、
進
路
を
変
え
る
と
き
は
、

必
ず
後
方
の
安
全
を
確
認
し
ま
し
ょ

一
フ
＝

◎
夜
間
は
必
ず
ラ
イ
ト
を
つ
け
て
乗
り

ま
し
よ
う
。

き
」
畢
き
》
ヒ
き
」
畢
》
タ
ン

山
火
事
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

春
が
そ
こ
ま
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。

空
気
が
乾
燥
し
、
落
葉
や
枯
葉
が
燃
え

や
す
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、

山
融
采
採
り
や
行
楽
な
ど
で
来
た
人
の
ち

、
出
っ
と
し
た
不
注
意
か
ら
、
思
わ
ぬ
大

火
と
な
る
ケ
ー
ス
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
山
火
事
の
出
火
原
因
の
半
分
以
上

は
、
た
き
火
か
タ
バ
コ
の
火
の
不
始
末

に
よ
る
も
の
で
す
。

森
林
は
木
材
資
源
と
し
て
大
切
で
あ

る
ば
か
り
で
な
く
、
国
土
の
保
全
や
水

資
源
の
か
ん
養
、
保
健
休
養
の
場
と
し

て
私
た
ち
の
生
活
に
欠
か
す
こ
と
の
で

き
な
い
貴
重
な
資
源
で
す
。

山
火
事
は
、
い
っ
た
ん
出
火
す
る
と

急
速
に
拡
大
し
、
広
い
範
囲
に
わ
た
る

働く婦人の家

4月講座へのおさそい

市内にお住まいの方、もしくは市内企業等に勤務する婦人なら
年齢に関係なくご利用いただけますのでお気軽にお申し込みくだ
さい。（学生は除く）

講座名 曜日時問 期間 定員 備考
十一押絵，（和紙工芸） 月（昼）

（鳥山和紙）！

午後1：30

午後3：3G
月4回
3ヵ月

20名
教材費

実費

蔭
一
レ
付
金 〔昼） 午後1：30

午後3：30
月4回
3ヵ月

20名
教材費

実費

物
（趣味の手作り）

k

金（夜1
午後6：30

午後8：30
月4回
3ヵ月

20名
教材費

実費

華道（池之坊）
金（昼） 午後1：30

午後3：30
月4回
4ヵ月

25名
教材費

実費

「．
・一〔手編み）

火（昼）
午後1：30

午後3130 月4回
3ヵ月

25名
教材費

実費火（夜）
午後6：30

午後8：30

●申し込みは3月15日（01午前9時から毎日市民会館（日ノ出町電

話卿0351）で受付けますのでお早めに申し込みください。

●休館日一水曜日・土曜日の午後及び祝祭日

健康づくり（N・21）

＝糖尿病（2）一
糖尿病という病気を理解し易い為に病態につい
て、1看を至文しま1一’。しカ・し、二二れ1よf巾々莫俺力・しい享畢

で、まだわからない点もたくさんありますが、簡

茸．に話を進めますと、既におわかりの様に糖尿病

は膵臓に関係ある事がお気付きになったと，Eどい

ます・r度胃の裏側に長さ12～15cm、重さ60

90gの膵臓があります。膵臓には消化酵素を分
泌する外分泌部と、インシュリンを分泌する内分

泌部があります。

この内分泌部分がランゲルハンス氏、島1以ドラ

島1と呼ばれて居ります・即ち、ラ島の細胞から、

インシュリンが分泌され血液中の糖の量を下げる
わけでロす。ラ，島からもう ・つプルカゴンというも

のが分泌されますが、これは糖をk昇させる働き

をします。其・の他色々な作用が協同して血糖を

調節しているわけです。何等かの原因で、ラ島か

ら分泌されるインシュリンの量が不足すると、糖

尿病が起こるわけです．これを真件糖尿病1ある

いは、島件糖尿病）といいます。またラ島の機能が

悪、＜なく、即ちインシュリンの分泌が正常で血糖

が正常なのに起こる糖尿もあります。一つは腎性

糖尿病といって、腎臓で尿を作る目，乍に、腎上皮の

変化（変性1で、糖が余計に排出してしまうもの

と、インシュリンの分泌は正常でも食事によって、

血糖値が異常にlr、II度になって抑えきれなくなって

糖尿を来すもの、例えば、バセドウ氏病、高血
圧に随伴して起二る糖尿1これは糖同化機能減退

という難しい事ですが）とがあります。前者を島

外性正常血糖性糖尿病、後者を島外性過血糖性糖

尿病といいます。これで真性〔島性）糖尿病と島

外性のものとの違いがおわかりの事と思、います。

0インシュリン
（ホルモンで、体内で糖を分解する働きを持つ）

（栃木市医師会）

可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
人
山
者
や

ハ
イ
カ
ー
に
と
っ
て
は
、
極
め
て
危
険

な
も
の
と
な
り
ま
す
，

山
に
い
く
人
は
、
次
の
こ
と
に
心
掛

け
て
く
だ
さ
い
。

◎
た
き
火
を
し
た
時
は
後
始
末
を
完
全

に
す
る
こ
と
．
、

◎
タ
バ
コ
の
吸
い
が
ら
は
必
ず
消
す
こ

と
。

◎
車
か
ら
タ
バ
コ
の
吸
い
が
ら
や
マ
ッ

チ
を
投
げ
す
て
な
い
こ
と
，

◎
強
風
又
は
乾
燥
時
及
び
枯
草
な
ど
の

火
災
危
険
の
大
き
い
場
所
で
は
、
た

き
火
な
ど
火
気
の
使
用
は
努
め
て
避

け
る
こ
と
。

◎
子
供
の
火
遊
び
を
さ
せ
ぬ
よ
う
厳
重

に
注
意
す
る
こ
と
。

燃
や
す
ま
い

山
は
緑
に
萌
え
る
も
の

第
三
日
曜
日
は

市
民
清
掃
の
日

4一




